


３００㎡以上の農地等



市街化区域内に農地をお持ちの皆様へ

 農地等として適正に管理･保全する義務が生じます。

 相続税等の納税猶予や固定資産税等が農地課税になるなど、

税制特例措置が受けられます。

生産緑地とは

生産緑地の指定要件について

・農地として適正に肥培管理されていること。

・単独もしくは組合わせて、一団で300㎡以上の土地であること。

・幅員が６ｍ以下の道路等で介在していても一団として認められます。



一団の考え方

提出書類と指定までの流れ

問い合わせ先
千葉市 生産緑地地区 検索

指定できないパターン（例）



分筆



全員の同意

指定を希望する農地の位置・所有者がわかるものをご持参ください。

条件により指定できない場合もありますのでご了承ください。

 指定申出書

 指定同意書 ※

 指定申出農地等明細書

 営農概要書

 公図の写し、全部事項証明書

 都市図

本人確認書類の提示

※ 指定同意書 全員分

• 農地Ｂ単独

• 農地Ｃ単独

• 農地Ｃ 農地Ｄ

• 農地Ｃ 農地Ｆ

• 農地Ｄ 農地Ｅ 農地Ｆ

• 農地Ａ

• 農地Ｄ

• 農地Ｅ

• 農地Ｆ

• 農地Ａ 農地Ｂ

• 農地Ａ 農地Ｃ

• 農地Ｃ 農地Ｅ

• 農地Ｄ 農地Ｅ

• 農地Ｄ 農地Ｆ

• 農地Ｅ 農地Ｆ

宅地

宅地

300㎡

250㎡
500㎡

150㎡

90㎡

８m道路

４m道路

100㎡
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